
ふじみ衛生組合告示第４号 

 

入札公告 

 

ふじみ衛生組合新ごみ処理施設整備・運営事業の事業者選定を総合評価一般競争

入札で実施することとしたので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第

１６７条の６及び三鷹市契約事務規則（昭和３９年７月６日規則第１４号）第６条

の規定に基づき公告する。 

 

平成２１年３月２６日 

 

ふじみ衛生組合管理者 清 原 慶 子 

 

 

記 

１ 入札に付する事項 

（１）事業の名称 

   ふじみ衛生組合新ごみ処理施設整備・運営事業 

（２）事業の場所 

   東京都調布市深大寺東町七丁目５０番地３０（ふじみ衛生組合内） 

（３）事業の概要 

本事業は、三鷹市及び調布市から排出される一般廃棄物を焼却し、焼却によ

り発生する熱エネルギーを有効活用する「エネルギー回収推進施設」を建設す

るとともに、建設後２０年間の運営を行うものである。 

  ア 施設の概要 

（ア）施設規模 

     ２８８ｔ／日（１４４ｔ／日×２炉）（２４時間連続運転） 

（イ）処理方式 

     ストーカ炉 

  イ 事業方式 

公設民営（ＤＢＯ）方式 

  ウ 事業期間 

  （ア）建設期間 

     契約締結日の翌日から平成２５年３月３１日まで 

  （イ）運営期間 

     平成２５年４月１日から平成４５年３月３１日まで（２０年間） 

 

２ 予定価格 

  ３０，０１５，３００，０００円（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

（入札書比較価格 ２８，５８６，０００，０００円） 

 



３ 入札に参加する者に必要な資格 

（１）応募者の構成 

応募者は、設計・建設業務及び運営業務等を実施する予定の応募企業又は応

募グループとする。なお、応募企業又は応募グループの構成員の中に、「（２） 

ウ 本施設の運営を行う特別目的会社に出資する企業」の要件を満たした企業

を必ず含めることとする。また、応募企業又は応募グループの構成員は、運営

事業者となる特別目的会社に出資することとする。 

（２）応募者の参加資格要件 

ア 共通の参加資格要件 

応募企業又は応募グループの構成員は、以下の要件を全て満たすこととする。 

（ア）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に

該当しない者であること。 

（イ）三鷹市及び調布市において指名停止を受けていない者であること。 

（ウ）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は旧会社更生法（昭和２７

年法律第１７２号）に基づく更生手続開始の申立てがなされていないこと

及び民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申

立てがなされていないこと。 

（エ）法人税、消費税（地方消費税も含む。）、法人事業税、法人市都民税、固

定資産税及び都市計画税を滞納していないこと。 

（オ）ふじみ衛生組合から事業者選定アドバイザリー業務を受託する財団法人

日本環境衛生センター及び同団体が本業務において提携関係にある者又は

これらの者と資本若しくは人事面で関連がある者でないこと。 

イ 本施設の設計・建設を行う企業 

応募企業又は応募グループの構成員のうち、本施設の設計・建設を行う企業

は以下の要件を満たすこととする。同一業務を複数の企業で実施する場合は、

少なくとも主たる業務を担う１社が以下の要件を満たすこととする。 

（ア）東京電子自治体共同運営サービスにおける建設工事等競争入札参加資格

を有する者で、申請先自治体に三鷹市又は調布市を希望していること。 

（イ）建築物の設計及び工事監理に係る業務を行う企業にあっては、建築士法

（昭和２５年法律第２０２号）に基づく有資格者であること。 

（ウ）建設業法（昭和２４年法律第１００号）の建築一式工事及び清掃施設工

事に係る特定建設業の許可を受けていること。 

（エ）プラントの設計・建設を行う企業は、建設業法に基づく清掃施設工事に

係る経営事項審査結果の総合評定値が１，１００点以上であること。 

（オ）プラントの建設を行う企業は、以下の条件をすべて満たす一般廃棄物処

理施設の納入実績があること。 

・ストーカ方式で、１炉あたり１００t/日以上の規模を有すること 

・発電設備を有すること 

・平成２０年３月３１日時点において、延べ３年以上の稼働実績を有する

こと 

・１炉９０日以上の連続運転の実績を有すること 



（カ）環境省（旧厚生省）の策定した廃棄物処理施設整備国庫補助事業に係る

ごみ処理施設性能指針（平成１０年１０月２８日生活衛生局環境部長通知、

平成１４年１１月１５日一部改正）に適合する技術資料及び技術を保証す

る資料等を提示することができること。 

（キ）工種毎に配置できる専任の監理技術者を有すること。 

ウ 本施設の運営を行う特別目的会社に出資する企業 

応募企業又は応募グループの構成員のうち、少なくとも１社が以下の要件

を満たすこととする。 

（ア）東京電子自治体共同運営サービスにおける物品買入れ等競争入札参加資

格を有する者で、申請先自治体に三鷹市又は調布市を希望していること。 

（イ）１炉１００t/日以上の規模で、発電設備を有する施設において、平成２

０年３月３１日時点で延べ３年以上の運転実績を有していること。 

（ウ）前項の施設での運転実績を有する専門の技術者を運営開始から１年以上

特別目的会社に専任で配置し、業務に従事させること。 

 

４ 募集要項 

（１）募集要項の構成 

   募集要項は、次のアからエまでの書類により構成される。 

  ア 入札説明書 

  イ 落札者決定基準書 

  ウ 要求水準書 

  エ 契約書案（基本契約書案、建設請負仮契約書案、運営業務委託契約書案） 

（２）募集要項の公表 

   募集要項は、平成２１年３月２７日（金）にふじみ衛生組合のホームページ

で公表する。 

（３）募集要項に関する説明会 

募集要項に関する説明会は実施しない。 

（４）募集要項に対する質疑回答 

  ア 質疑の受付及び回答 

  （ア）受付期間 平成２１年４月１０日（金）１７時まで 

  （イ）回答期限 平成２１年４月２８日（火）１７時まで（予定） 

  イ 質疑の方法 

    質疑のある者は、「募集要項に関する質疑書」（入札説明書添付様式）に内

容を記載し、ふじみ衛生組合の電子メールアドレスに送信すること。 

  ウ 回答方法 

    回答は、ふじみ衛生組合のホームページで公表する。 

 

 

 

 

 



５ 資格審査申請書等の提出 

  本事業の入札に参加を希望する者は、参加資格確認申請書及び資格証明書類を

提出しなければならない。 

（１）提出場所 

   ふじみ衛生組合新施設建設準備室 

（２）提出期限 

   平成２１年５月８日（金）１７時まで 

（３）提出書類 

   入札説明書のとおり 

（４）資格審査結果の通知 

   資格審査結果は、平成２１年６月１日（月）以降、書面により通知する。 

 

６ 入札書類の提出 

  参加資格を得た者は、入札書及び本事業に対する提案内容を記載した応募提案

書類を提出すること。 

（１）提出場所 

   ふじみ衛生組合新施設建設準備室 

（２）提出期限 

   平成２１年８月７日（金）１７時まで 

（３）提出書類及び提出方法 

   入札説明書のとおり 

 

７ 入札の無効 

  入札が次のいずれかに該当するときは、当該入札は無効とする。 

（１）入札に参加する資格のない者のした入札 

（２）入札書が所定の日時までに所定の場所に到着しないもの 

（３）入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名若しくは押印のないもの 

（４）２以上の入札書を提出したもの 

（５）他人の代理を兼ね、又は２人以上の代理をしたもの 

（６）公正さを疑うに足りる相当な理由があると認められる入札 

（７）私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）

等に抵触する不正の行為による入札 

（８）その他入札条件に違反したとき 

 

 

 

 

 

 

 

 



８ 落札者の決定方法 

  落札者決定基準書に基づき、以下の手順により落札者を決定し、その結果を各

入札参加者に書面で通知するとともに、速やかに公表する。 

（１）基礎審査 

   要求水準書等に規定された性能要件を満足するものであること及び事業とし

ての妥当性を有しているかの審査を行う。 

（２）非価格要素審査 

   非価格要素提案書、技術提案書及び事業計画書等の提案内容を評価し点数化

する。 

（３）価格審査 

   入札書に記載された金額が予定価格の範囲内であることの確認を行い、入札

価格を点数化する。 

（４）総合評価 

   （２）の「非価格要素審査点」と（３）の「価格審査点」を加えて総合評価

点を算出し、最も高い点数の者を落札者とする。なお、最も高い点数の者が２

者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。 

 

９ 落札者の決定 

  平成２１年９月３０日（水） 

 

10 契約の締結 

  落札者決定後、次のとおり契約を締結する。 

（１）ふじみ衛生組合新ごみ処理施設整備・運営事業に関する基本契約 

（２）ふじみ衛生組合新ごみ処理施設整備・運営事業に関する建設工事請負契約 

（３）ふじみ衛生組合新ごみ処理施設整備・運営事業に関する運営業務委託契約 

 

11 議会の議決 

ふじみ衛生組合新ごみ処理施設整備・運営事業に関する建設工事請負契約につ

いては、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号及びふじ

み衛生組合条例「ふじみ衛生組合条例議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

又は処分に関する条例（昭和３９年３月９日条例第１号）」第２条の規定により、

当該契約がふじみ衛生組合議会において可決された場合に本契約として成立する

旨の条項を付した仮契約を締結し、議会の議決後、本契約を締結する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 その他 

（１）入札保証金 

   入札参加に係る保証金の納付は免除する。 

（２）契約保証金 

  ア 建設工事請負契約 

    契約保証金の額は、契約金額の１０分の１以上とする。詳細は、建設工事

請負仮契約書案第４条による。 

  イ 運営業務委託契約 

    契約保証金の額は、各事業年度において適用される処理委託費の当該事業

年度における総額の１０分の１以上とする。詳細は、運営業務委託契約書案

第３条による。 

（３）参考図書の貸与等 

入札参加希望者には、入札書類を作成するに当たっての参考図書として、清

掃事業概要、環境影響評価書案、現況図面等を貸与する。また、建設地の視察

を実施する。参考図書の貸与期間は平成２１年３月３０日（月）から平成２１

年８月７日（金）までとする。なお、参考図書の貸与を希望する者及び建設地

の視察を希望する者は、希望日の３日前の１７時までにふじみ衛生組合の電子

メールアドレスに、以下の事項を送信し、事務局からの返信をもって申込み完

了とする。メール件名は「参考図書の貸与及び建設地の視察申込み」とする。 

ア 企業名 

イ 担当者名、所属部署名 

ウ 連絡先（住所、電話番号、電子メールアドレス） 

エ 参考図書の貸与及び建設地の視察希望日時 

（４）その他 

詳細は募集要項による。 

 

13 担当部署 

  ふじみ衛生組合 新施設建設準備室 

住   所：〒182-0012 東京都調布市深大寺東町７丁目５０番地３０ 

電   話：０４２－４９０－５３７４ 

ファックス：０４２－４８２－５４９１ 

電子メール：fujimi@fujimieiseikumiai.jp 

ホームページ：http://www.fujimieiseikumiai.jp/ 


